
公益財団法人 高知県産業振興センター職員採用試験案内書 

令和７年１１月１１日 

公益財団法人 高知県産業振興センター 

 

〒781-5101  

高知県高知市布師田３９９２番地２ 

                                  公益財団法人高知県産業振興センター 

 総務企画部総務企画課 

TEL ０８８－８４５－６６００ 

FAX ０８８－８４６－２５５６ 

ホームページ  

https://joho-kochi.or.jp/ 

 

 

 

 

受付期間    令和７年１１月１１日（火）～令和７年１２月２２日（月） 午後５時（必着） 

第１次試験日  令和８年１月１０日（土）  午前９時００分試験開始 

試験会場    高知県産業振興センター（高知市布師田３９９２番地２） 

 

 

１ 募集職種 

  一般職（中小企業等支援業務、経理業務など全般） 

 

 

２ 採用予定人員、勤務先   

採用予定人員 １名 

勤務先 

高知市布師田３９９２番地２  

公益財団法人 高知県産業振興センター 

 （大阪営業本部または東京営業所での勤務、あるいは公共団体等

へ派遣する場合があります。 

 

   

３ 採用予定時期等 

令和８年４月１日 

採用から６ヶ月間は試用期間とします。 

 

 

 

 



 

４ 受験資格 

年齢要件 
４０歳以下の人（令和８年４月１日現在） 

※労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項第３号イに該当 

学歴要件 
学校教育法による大学、短大、専修学校専門課程、高等専門学校（５年制）等

を卒業した者又は令和８年３月３１日までに卒業見込みの者 

資格要件 

次のいずれかに該当する人 

 ア 日本国籍を有する人 

 イ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者 

 ウ 日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 

に関する特例法に定められている特別永住者 

 エ 外国籍の場合、就職が制限されない在留資格を有する人 

その他 

次のいずれにも該当しない人 

 ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの人 

 イ 高知県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない人 

 ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

５ 受付手続 

 

 

 

 

 

 

 

（１）受験申込受付 

受験申込受付 

 土曜日、日曜日、祝日を除き、令和７年１１月１１日（火）から令和７年 

１２月２２日（月）まで、公益財団法人高知県産業振興センター総務企画

課で受け付けます。 

 受付時間は、午前９時～午後５時までです。（郵送による受付も令和７

年１２月２２日（月）午後５時必着） 

 

 

１ 採用試験受験申込書の請求 

 ①配布場所での受取 

 ②郵送による請求 

 ③高知県産業振興センターホー
ムページからダウンロード 

２ 採用試験受験の申込 

① 郵送による申込 

② 高知県産業振興センターへ
の直接持参 

高知県産業振興

センターから 

受験票の送付 



（２）採用試験受験申込書の請求等 

採用試験受験申込

書の請求等 

ア 受験申込書の配布場所 

（ア） 公益財団法人高知県産業振興センター 総務企画課 

（高知県中小企業会館２階）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ）高知県庁 県民室（高知県庁本庁舎１階） 

  （ウ）高知県商工労働部商工政策課 （高知県庁本庁舎５階） 

イ 郵送による請求の方法 

封筒の表に「採用試験案内書請求」と朱書きし、１４０円切手を貼った

あて先を記載した返信用封筒（角２封筒）を同封のうえ、公益財団法人

高知県産業振興センター総務企画課まで請求してください。 

ウ ホームページからの取り出し 

   公益財団法人高知県産業振興センターホームページから採用試

験受験申込書をダウンロードしてください。 

  ホームページアドレス：https://joho-kochi.or.jp/ 

 

（３）採用試験受験の申込方法 

郵送の場合 

申込書を郵送する場合は、簡易書留で、封筒の表に「採用試験受験」

と記載してください。なお、受験票が届くまで、簡易書留の控えを保管して

おいてください。この郵送方法によらない場合の事故については、責任を

負いません。 

直接持参の

場合 

申込書に必要事項を記入のうえ、公益財団法人高知県産業振興セン 

ター総務企画課まで提出してください。 

（４）写真 

写真は申込日前６ヶ月以内に撮影したもの（上半身、脱帽、正面向き、縦４センチ 

横３センチのもの）を２枚用意し、それぞれ裏に氏名を明記したものを、申込書に１枚貼

り、残りの１枚を試験当日持参する受験票に貼ってください。 

（５）受験票の送付 

   受験票は、１２月２５日頃までに申込者に到達するように郵送します。もし、その時

点で届いていない場合は、公益財団法人高知県産業振興センター総務企画課まで

問い合わせてください。 

 

高知県産業 

振興センター 

位置図 



（６）受験票の取扱い 

受験票の写真欄に、５（４）の写真を必ず貼り付けてください。 

  送付された受験票は、試験当日に必ず持参してください。 

    受験票を忘れた人及び写真を貼り付けていない人は、受験できませんので注意し

てください。 

   

６ 試験の日時及び場所 

第１次試験 
令和８年１月１０日（土） 午前９時００分開始 

  公益財団法人高知県産業振興センター（高知県中小企業会館） 

第２次試験 
令和８年１月２４日（土） 

  公益財団法人高知県産業振興センター（高知県中小企業会館） 

第３次試験 
令和８年１月３１日（土） 

  公益財団法人高知県産業振興センター（高知県中小企業会館） 

  ※悪天候等により試験日程に変更が生じた場合は、公益財団法人高知県産業振興

センターホームページでお知らせします。  

 ホームページアドレス：https://joho-kochi.or.jp/ 

 

７ 試験の方法 

 第１次試験 

筆記試験 

① 基礎能力等試験：１１０分 

② 小論文：６０分 

 第２次試験 面接試験（第１次試験合格者のみ） 

 第３次試験 最終面接試験（第２次試験合格者のみ） 

 

８ 合格発表（いずれも、電話による照会は不可とします。） 

 第１次試験 

令和８年１月１６日（金）に、公益財団法人高知県産業振興センター

ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

また、令和８年１月１９日（月）までに、合格者に郵便で通知します。 

 第２次試験 

令和８年１月２７日（火）に、公益財団法人高知県産業振興センター

ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

また、令和８年１月２９日（木）までに、受験者全員に郵便で通知しま

す。   

 第３次試験 

令和８年２月中旬に、公益財団法人高知県産業振興センターホーム

ページに合格者の受験番号を掲載します。 

また、受験者全員に郵便で通知します。 

 

 



９ 勤務条件等 

給 与 

高知県職員に準じて、高知県の行政職給料表の適用を受ける職

員の例により支給します。令和７年４月１日現在の初任給で例示す

れば、大学新卒者で２２５，２００円ですが、採用前の職歴等に応じ

加算される場合があります。また、このほかに、期末手当及び勤勉

手当が支給されるほか、支給要件が該当する人には、扶養手当、

通勤手当等が支給されます。 

勤務時間 
午前８時３０分から１７時１５分まで（休憩１時間） 

週３８時間４５分 

休日等 土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始 

休暇 年次有給休暇、特別休暇 

福利厚生 社会保険（健康保険・厚生年金） 

 

１０ 試験成績の開示 

第１次試験、第２次試験及び第３次試験の受験者は、成績の開示を次のとおり請求

することができます。 

請求期間  令和８年２月２０日から令和８年３月１９日まで 

開示内容 

受験した試験の総合順位。 

・第１次試験のみの受験・・・第１次試験の総合順位 

・第２次試験まで受験・・・・・第１次試験及び第２次試験のそれぞれの総合順位 

・第３次試験まで受験・・・・・第１次試験、第２次試験及び第３次試験のそれぞれの総合順位 

請求の方法 

○郵送による請求 

  開示請求する旨を記載し（様式自由）、受験票のコピーを同封のうえ、返信用封筒（長３封

筒）を同封し、公益財団法人高知県産業振興センターまで請求してください。 

 ※返信用封筒にはあて先を明記し、返信用切手４６０円（簡易書留相当分）を貼ってください。 

○口頭による請求 

  受験者本人に限り、口頭により開示請求を行うことができます。この場合、土曜、日曜及び

祝日を除く午前９時から午後５時までの間に、受験票を持って、公益財団法人高知県産業振興

センターに直接おいでてください。なお、電話による開示請求はできません。 

 

１１ その他 

 （１）申込書に記載された個人情報については、令和７年度採用試験以外の目的には使用 

しません。 

 （２）県等の他の団体へ派遣される場合や県外事務所へ異動する場合があります。 

 （３）虚偽の記載等があった場合は、合格後も採用を取り消す場合があります。 

 （４）応募書類は返却いたしません。 

 （５）その他、この試験についての問い合わせは、公益財団法人高知県産業振興センター 

総務企画課まで問い合わせてください。 


